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〈施 策〉

1. 協働のまちづくりの推進 

2. コミュニティの育成

3. 情報化の推進

4. 自立した自治体経営の推進
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現状と課題

●協働によるまちづくりを推進するためには、
地域間交流やまちづくりを担う団体などを育
成していく必要があります。そのためには、
ワークショップのような、住民と行政が気軽
に意見交換ができる「機会づくり」や、住民同
士が交流できる「場づくり」が必要です。ま
た、限られた予算で効果的かつ効率的なまち
づくりが展開されるよう、引き続き健全な行
財政運営に取り組む必要があります。
●地域間交流活動やまちづくりグループ、ＮＰＯ
の育成などについては、取り組み内容の改善

をめざし、実施内容の検証を行うなど、町全
体で諸課題に取り組む雰囲気を醸成するこ
とが求められています。
●多様化、高度化する住民ニーズに応えるた
め、長期的な展望を持ち、従来からの行政
手法にとらわれることなく、各種団体や民
間事業者などと協働した柔軟かつ効果的・
効率的な行政運営を行う必要があります。
また、限られた財源をより一層有効活用す
るため、時代のニーズに対応できる機能的
な組織運営を行っていく必要があります。

成果指標

取り組みの方向性

●まちづくりの推進にあたっては、住民や各種
団体と行政が対等な立場で協力・連携し、地
域課題を共有できるよう、参画機会の拡充や
適切な情報の受発信を行います。
●男女共同参画社会の実現のため、幅広い分
野への男女の参画を促す取り組みを、総合
的、計画的に進めていく必要があります。
●健全な行財政運営については、住民に対して
各施策、取り組み内容の公表などが必要と

なっていることから、効果的な手法を検討し
ます。また、効率的な施策の推進を図るた
め、ＰＤＣＡサイクルの導入を進めていくこ
とが重要になります。
●今後の財政負担の軽減を進めていくため、
公共施設の適正な維持管理、長寿命化に取
り組む必要があります。
●歳出抑制を図るとともに、事業の選択と集
中を進めていく必要があります。

協働のまちづくりの推進に関する
住民の満足度

審議会等への女性の登用率

健全な財政運営や行財政改革の推進に
関する住民の満足度

実　績
2016 年度

目　標
2022 年度

21.3% 30%

35%

30%

26.3%

18.8%
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●広報紙やホームページの内容充実など、
あらゆる機会を通じて広聴活動の充実に
努めます。
●開かれた町政を進めるため、個人情報
保護に留意しながら、情報公開を推進し
ます。
●広報や生涯学習など様々な場を通じ、
情報提供や学習機会を提供し、住民のま
ちづくり意識の高揚と知識の向上を図り
ます。

●公共的な課題について、住民の積極的な
参画を促進し、住民と行政が協力し合って
解決する仕組みの形成に努めます。
●子どもから高齢者まで、住民一人ひとりが
安心して生活できる協働のまちづくりを推
進します。
●町全体や地域のまちづくりについて、幅広
い分野に様々な年齢層の住民が参画でき
るよう、住民ワークショップの機会や行政
と意見交換できる場を創出します。

1 協働のまちづくりの推進施
策

主な取り組み① 主な取り組み②
住民と行政との情報交流機会の充実 幅広い分野における住民参画・協働の促進

［具体的な内容］ ［具体的な内容］

●広報やホームページを利用し、男女共同
参画の啓発や、町の審議会や委員会など
への女性の積極的な登用、町女性職員の
登用職域の拡大を進めます。
●仕事と家庭・地域生活の両立に向け、子
育て支援・介護・福祉施策の充実、「育
児・介護休業制度」の周知・活用を推進し
ます。
●男女共同参画社会の形成に向け、「吉
野ヶ里町男女共同参画基本計画」に基づ
き、住民や関係団体などと連携した意識
改革の推進に努めます。

主な取り組み③
男女共同参画の推進
［具体的な内容］

●各種団体の抱えている課題・問題の解決
に向けた支援を検討するとともに、まちづ
くりの新たなリーダーを育成します。
●得意分野や関心がある分野などに対して、
多様なまちづくりの担い手を育成します。
●行政との連携のもと、役割分担を明確に
したネットワークを構築します。

主な取り組み④
まちづくりグループ、ＮＰＯなどの育成

［具体的な内容］
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●啓発活動や学習機会の拡充、文化・ス
ポーツ活動などを通じて、一人ひとりのコ
ミュニティ意識の高揚を促進します。
●住民のまちづくりに対する参画意識の醸
成を図り、地域の担い手を育成します。
●「自分たちの住む地域は自分たちで守り、
育て、創る」という考え方を基本とし、若
年層も含め、様々な住民が参画しやすい
テーマの設定や、目的の共有を図ります。

●コミュニティ活動の拠点となる施設の安
全・安心を確保するとともに、時代に応じ
た施設の活用を進めます。
●コミュニティ施設の役割分担と連携のも
と、それぞれが特色のある施設となるよう
整備・充実を促進します。
●広く施設や、活動などに関する情報を発
信しながら、その有効活用を推進します。

2 コミュニティの育成施
策

主な取り組み① 主な取り組み②
コミュニティ意識の啓発 コミュニティ施設の活用と整備

［具体的な内容］

●地域における優良事例の有効活用を図り
ます。
●独自性のある活動や各地区の計画など
に沿った地域づくりの支援など、コミュ
ニティ活動活性化のための支援を推進し
ます。
●地域におけるコミュニティリーダーの育成
のため、コミュニティ意識を高揚する講座
を実施するとともに、意欲ある人材に対し
ては研修の機会を増やすなど、コミュニ
ティ活動の活性化を促進します。

主な取り組み③
コミュニティ活動の活性化とリーダーの育成

［具体的な内容］

［具体的な内容］
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●国や県の動向に応じて業務と各種システ
ムの最適化を図り、効率的、効果的な情報
化に関する計画を策定します。
●全町的な情報化の視点に立ち、行政サー
ビスの利便性の向上、町政業務の効率化
と情報公開を推進します。
●情報化に関する学習・教育機会の充実や
各種情報提供を行うとともに、時代に即し
た情報セキュリティ対策を推進します。
●住民の町政への理解と、情報公開を進め
るため、議会中継の促進を図ります。

3 情報化の推進施
策

主な取り組み①
情報化及び情報公開の推進

［具体的な内容］

54



方
針
2　

み
ん
な
で
つ
く
る
ま
ち
づ
く
り

4 自立した自治体経営の推進施
策

●行政評価の導入・定着による事務事業の
見直しを進めます。
●事務事業のさらなる見直しによる歳出の
適正化を図ります。
●民間活力の導入や、補助金の適正化など
の事務事業の見直しに努めます。

●住民ニーズの高度化・多様化に対応すべ
く、各課の業務内容の見直しを実施しま
す。
●限られた財源を有効に活用し、住民ニー
ズに対応する時代に即した機構改革及び
組織の適正化を促進します。
●行政機能の効率化のため、庁舎を含む公
共施設の統廃合などを促進します。

主な取り組み① 主な取り組み②
事務事業の見直し 組織・機構の再編
［具体的な内容］ ［具体的な内容］

●公会計を合わせた財政状況の分析、公表を
行いながら健全な財政運営を推進します。
●職員の意識改革による事務費の削減、委
託費の適正化などにより、歳出の削減を
推進します。
●財政計画に基づいた、適切な財政運営を
実施します。

主な取り組み④
財政運営の健全化

●財政状況、地域の実情を勘案した適正な
給与制度の運用、人員管理の適正化に努
めます。
●職員研修を実施し、職員の意識改革と能
力開発を進め、地方分権時代の担い手に
ふさわしい人材を育成します。
●職員それぞれの能力や適性に応じた、人事
管理及び職員の育成・活用を推進します。

主な取り組み③
人材活用の適正化
［具体的な内容］

●介護保険・消防・電算関係などの広域事
務処理を引き続き推進し、事務効率の改
善に努めます。
●観光における福岡県の市町との連携な
ど、今までの枠組みにとらわれない広域
連携を促進します。
●「団塊の世代」が後期高齢者となる社会を
見通した、安心できる社会をめざします。

主な取り組み⑤
広域行政の推進
［具体的な内容］

［具体的な内容］
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